
岩手県教育委員会訓令第３号 

事務局 

学校以外の教育機関 

岩手県教育委員会代決専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 平成19年３月30日 

岩手県教育委員会      

委員長 安 藤   厚 

岩手県教育委員会代決専決規程の一部を改正する訓令 

岩手県教育委員会代決専決規程（昭和32年岩手県教育委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（教育企画室の担当課長等の専決事項） 

第８条 教育企画室の分掌事務について、担当課長及び特

命課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

企画担当課長専決事項 

(１)・(２) ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総務担当課長専決事項 

(１) 行政文書事務の指導に関すること。 

(２) 行政文書及び物品の収受、配布及び発送に関する

こと。 

（教育企画室の担当課長等の専決事項） 

第８条 教育企画室の分掌事務について、担当課長及び特

命課長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

企画担当課長専決事項 

(１)・(２) ［略］ 

(３) 行政文書事務の指導に関すること。 

(４) 行政文書及び物品の収受、配布及び発送に関する

こと。 

(５) 年限の定めのある保存文書の廃棄に関すること。

(６) 公印の印影印刷に関すること。 

(７) 県報登載及び官報報告に関すること。 

(８) 教育法規集の編集及び発行に関すること。 

(９) 公益法人の定款又は寄附行為の変更（目的又は名

称の変更に係るものを除く。）の認可又は承認に関す

ること（教育事務所の所掌に属するものを除く。）。

(10) 教育に関する公益法人及び公益信託の指導監督に

関すること。 

(11) 本庁の臨時的任用職員の任免に関すること。 

(12) 職員の扶養親族の認定に関すること。 

(13) 職員の居住の実情の確認及び住居手当の月額の決

定又は改定に関すること。 

(14) 職員の通勤の実情の確認及び通勤手当の月額の決

定又は改定に関すること。 

(15) 職員の単身赴任の実情の確認及び単身赴任手当の

月額の決定又は改定に関すること。 

(16) 職員の寒冷地手当の支給区分の認定に関すること

。 

 

 

 

 



(３) 年限の定めのある保存文書の廃棄に関すること。

(４) 公印の印影印刷に関すること。 

(５) 県報登載及び官報報告に関すること。 

(６) 教育法規集の編集及び発行に関すること。 

(７) 公益法人の定款又は寄附行為の変更（目的又は名

称の変更に係るものを除く。）の認可又は承認に関す

ること（教育事務所の所掌に属するものを除く。）。

(８) 教育に関する公益法人及び公益信託の指導監督に

関すること。 

(９) 本庁の臨時的任用職員の任免に関すること。 

(10) 職員の扶養親族の認定に関すること。 

(11) 職員の居住の実情の確認及び住居手当の月額の決

定又は改定に関すること。 

(12) 職員の通勤の実情の確認及び通勤手当の月額の決

定又は改定に関すること。 

(13) 職員の単身赴任の実情の確認及び単身赴任手当の

月額の決定又は改定に関すること。 

(14) 職員の寒冷地手当の支給区分の認定に関すること

。 

［略］ 

特命課長専決事項 

(１) ［略］ 

（学校教育室の室長等の専決事項） 

第９条 学校教育室の分掌事務について、室長及び担当課

長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

 ［略］ 

学校企画担当課長専決事項 

(１)～(４) ［略］ 

(５) 生徒指導に関し指導及び助言を与えること。 

(６) 学校安全に関し指導及び助言を与えること。 

義務教育担当課長専決事項 

(１) 県立幼稚園並びに市町村立の小中学校及び幼稚園

における教育課程及び学習指導その他学校教育の専門

的事項に関し指導及び助言を与えること（スポーツ健

康課の所掌に属するものを除く。）。 

 

(２) ［略］ 

高校教育担当課長専決事項 

(１) 県立高等学校における教育課程及び学習指導その

他学校教育の専門的事項に関し指導及び助言を与える

こと（スポーツ健康課の所掌に属するものを除く。）

。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

特命課長（営繕）専決事項 

(１) ［略］ 

（学校教育室の室長等の専決事項） 

第９条 学校教育室の分掌事務について、室長及び担当課

長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

 ［略］ 

学校企画担当課長専決事項 

(１)～(４) ［略］ 

 

 

義務教育担当課長専決事項 

(１) 県立幼稚園並びに市町村立の小中学校及び幼稚園

における教育課程及び学習指導その他学校教育の専門

的事項に関し指導及び助言を与えること（スポーツ健

康課及び産業教育担当の所掌に属するものを除く。）

。 

(２) ［略］ 

高校教育担当課長専決事項 

(１) 県立高等学校における教育課程及び学習指導その

他学校教育の専門的事項に関し指導及び助言を与える

こと（スポーツ健康課及び産業教育担当の所掌に属す

るものを除く。）。 



(２) ［略］ 

特別支援教育担当課長専決事項 

(１) 県立盲学校、聾

ろう

学校及び養護学校並びに市町村立

の小中学校の特殊学級及び通級による指導における教

育課程及び学習指導その他学校教育の専門的事項に関

し指導及び助言を与えること（スポーツ健康課の所掌に

属するものを除く。）。 

(２) 県立盲学校、聾

ろう

学校及び養護学校並びに市町村立の

小中学校の教員の研修の実施に関すること（他課の所掌

に属するものを除く。）。 

(３) 県立盲学校、聾

ろう

学校及び養護学校への就学に係る学

校指定及び入学期日等に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

(２) ［略］ 

特別支援教育担当課長専決事項 

(１) 県立特別支援学校並びに市町村立の小中学校の特

別支援学級及び通級による指導における教育課程及び

学習指導その他学校教育の専門的事項に関し指導及び

助言を与えること（スポーツ健康課の所掌に属するもの

を除く。）。 

(２) 県立特別支援学校及び市町村立の小中学校の教員

の研修の実施に関すること（他課の所掌に属するものを

除く。）。 

(３) 県立特別支援学校への就学に係る学校指定及び入

学期日等に関すること。 

産業教育担当課長専決事項 

(１) 市町村立の小中学校及び県立高等学校におけるキ

ャリア教育の専門的事項に関し指導及び助言を与える

こと。 

(２) 産業人材の育成に関し指導及び助言を与えること。

特命参事専決事項 

(１) 生徒指導に関し指導及び助言を与えること。 

(２) 学校安全に関し指導及び助言を与えること。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

    附 則 

  この訓令は、平成 19 年４月 1 日から施行する。 
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